
   令和８年度  

■甚大災害発生時における本校の対応体制（略

記）  

 

★引き渡しが困難あるいは危険と判断した場合、学校で保護を継続します。  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

想定災害 例：震度６強の大地震   

       平日の児童生徒在校中   

本校の状態：施設の継続使用可   

       スクールバス運行中止   

迎えに来校   

ご自分の電話に伝言を録音して   

状況を連絡   

  ※安否や現状について     

避難完了   

保護者への情報提供   

  ・災害用伝言ダイヤルへの録音   

  ・ホームページへの書き込み   

  ・ tetoru の配信   

  ※状況変化とともに随時更新   

児童生徒の   

引き渡し開始   

児童生徒の保護を継続   

状況に応じて 、児童生徒の 引き渡し開始   

及び 保護者へ電話 連絡   

センター生は   

センターへ移動   

伝言を再生して状況を確認   

全保護者   

来校困難な場合   

甚大災害の発生   

通学生保護者   



★その他、災害時の状況により学校での保護期間等が変わりますので、その都度「災害用伝言ダイヤル」

やホームページ等で情報提供します。  

※※※ 災害用伝言ダイヤルの利用方法 ※※※  

  

■学校の伝言を再生する場合                     ■ご自分の電話に伝言を録音する場合（来校困難な場合）  

  
  （いしかわ特別支援学校 大場校舎）  

   

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

１７１ 
  

２ 
  

＃   操作不能   
の 場合   

０ ７６－２５８－１１０１ 
  

（ いしかわ特別支援学校   森本校舎 ）   

０ ７６－２１３－６２６２ 
  

１７１ 
  

１ 
  

０ XXXXXXXXXX 
  

（ご自分の 電話番号 ）   

＃   操作不能   
の 場合   


